
 

※不用な果実の早期片付けが重要です。

セグロウリミバエ

成虫 幼虫
!

▶1次規制

▶2次規制

▶3次規制

▶4次規制

※全面通行止め

※北海面側にて対面通行
　（南海面側通行止め）

8:00～13:30
うるま市与那城総合公園

陸上競技場⇔海中道路入口交差点

浜比嘉大橋入口交差点

平宮折り返し地点

浜比嘉大橋入口交差点

浜比嘉折り返し地点

海中道路入口交差点⇔
浜比嘉大橋入口交差点

（平安座自治会付近まで通行可能）8:00～13:30
※全面通行止め
9:00～10:45

※全面通行止め
9:00～11:10

与那城総合公園

北海面

南海面

info セグロウリミバエの緊急防除が令和9年3月末まで延長

info 1/18（日） 第24回あやはし海中ロードレース大会 
交通規制情報

　ウリ科を始め幅広い果実に寄生する害虫のセグロウリミバエは、不妊虫等を用いた防除が実施されておりますが、本島
および周辺離島で発生が確認されていることから、農林水産省が実施する、セグロウリミバエの緊急防除の期間が令和９
年3月末まで延長されました。
　緊急防除の延長に伴い、引き続き寄主植物の果実等（※移動検査に合格した果実を除く）の防除区域外への持ち出しが制
限されます。市民の皆さまには引き続き、セグロウリミバエの防除対策にご協力をお願いいたします。

主に、野外で放置さ
れたウリ科果実で寄
生が確認されてま
す。不用な果実の早
期片付けが重要な防
除対策です。

セグロウリミバエの寄主植物（移動制限の対象植物の一例）
　ウリ科植物（全て） ゴーヤー、トウガン、スイカ、キュウリ等
　ナス科　トマト（ミニトマト含む）、ピーマン、トウガラシ※ナスは対象外
　　　　　インゲンマメ
　果樹　パッションフルーツ、ドラゴンフルーツ、グワバ、パパイヤ等

セグロウリミバエについて  沖縄県農林水産部営農支援課　☎098-866-2280
移動制限について 那覇植物防疫事務所　☎098-868-1679
移動検査の申請について  うるま市役所生産振興課　☎098-923-7616

市民の皆さまへ

 農家の皆さまへ
①移動制限の対象となる植物を栽培される農家で、移動検査の申請がまだの方、または栽培される
　植物や圃場の位置などに変更がある方は、圃場の位置する市町村へご相談ください。
②害虫防除、栽培施設の管理、不要な果実の処分を徹底してください。

①家庭菜園では、特に寄生されやすいウリ科植物の栽培は控えるようお願いいたします。
②移動制限の対象植物の果実は、防除区域外への持ち出し（発送）は、原則できません。ご注意ください。

問 詳細はこちら
（沖縄県HP）

⇔
⇔

交通規制時間

問　観光・スポーツ課　☎923-7612
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